
210



211

※本市除外

※本市除外

⑱　　１(８)①一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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※本市補足資料 

介護予防支援の指定申請について 

 
現在、令和 6年 4月 1日指定分と令和 6年 5月 1日指定分の指定申請を、以下の通り事前受付しております。指定申請

をご希望の場合は、かいごネットをご覧ください。 

 

事前受付 

4月指定分：令和 6年 3月 15 日（金）17時〆 

5 月指定分：令和 6年 3月 29 日（金）17時〆 

 

かいごネット（新着情報） 

タイトル：【重要】居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について＜事前受付延長＞ 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023123000021/ 
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決定事項 調整中事項

〇 「居宅介護支援事業所」が「介護予防支援事業所」
の指定対象として拡大される。

〇 介護予防支援事業所の指定の有無に関わらず、いき
いき支援センターから居宅介護支援事業所への委託は
引き続き可能。

〇 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
は従来どおりの取扱いで、いきいき支援センターのみ
が直接対応できる。(「介護予防支援事業所」の指定を
受けても、総合事業のみの給付管理を直接はできない)

〇 介護予防の「ケアプランの検証業務」が、いきいき
支援センターの新たな業務として追加される。

〇 介護予防支援事業と第1号介護予防支援事業が切り替
わる場合等の事務の取扱い。

(例1)新規ケースとして、介護予防支援事業として事業所
が直接の契約をする準備を進めていたが、結果として
サービスが総合事業のみのケアプランとなる場合。

(例2)介護予防支援事業として事業所が直接対応中のケー
スについて、総合事業とそれ以外のサービス(介護予防
通所リハビリテーション等)を併用していたが、ある月
が総合事業のみの利用であった場合(総合事業のみと
なった当該月は第1号介護予防支援事業として扱われ
る)

 国から示されるガイドラインを参考に、市として事務
の流れ等を整理して、年度内にNAGOYAかいごネットに
掲載します。

〇 「ケアプランの検証業務」として、いきいき支援セ
ンターが行う具体的な業務内容。

介護予防支援事業所の指定拡大に係る整理 ※本市補足資料
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